
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの電極と、
前記少なくとも２つの電極の間に配置された導電性複合材料であって、該導電性複合材料
は、（Ａ）８００℃以下で熱分解または蒸発し、ガスが発生するバインダと、（Ｂ）導電
性充填材を含んでいる前記導電性複合材料と、
前記導電性複合材料に圧縮圧力を加える手段とを備え、

絡発生時において、前記導電性複合材料における断熱抵抗加熱が前記バインダの急速な
熱膨張と蒸発を起こさせ、前記少なくとも２つの電極と前記導電性複合材料の間で少なく
とも部分的な物理的分離が生じる、電流制限装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、一般に、配電やモータ制御用途などの一般的な回路保護に適当な装置に関し、
特に、種々の用途に合わせて製造することが可能な、簡単で、再使用可能な、低コストの
装置に関する。さらに詳しくは、本発明は、システム電圧が１００Ｖ以上で短絡電流が１
００Ａ以上の比較的大電力の用途に適した、導電性複合材料および不均質な抵抗分布構造
を用いる電流制限装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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短絡が起こったときに回路に流れる電流を制限することができる装置は多数ある。現在用
いられている電流制限装置には、通常ＰＴＣＲ（正の抵抗温度係数）またはＰＴＣ効果と
呼ばれる効果を有する充填材入りポリマー材料を含むものがある。ＰＴＣＲまたはＰＴＣ
効果の特質として、ある特定のスイッチ温度で、ＰＴＣＲ材料が比較的導電性から比較的
抵抗性への変態を生じる。従来の電流制限装置の中には、ＰＴＣＲ材料（代表的にはカー
ボンブラック充填ポリエチレン）を加圧接触電極間に配置しているものがある。
【０００３】
使用時には、このような従来の電流制限装置は、保護すべき回路に配置される。正常な回
路条件下では、電流制限装置は高導電性状態にある。短絡が起こったとき、ＰＴＣＲ材料
は抵抗加熱により発熱し、ついには温度がスイッチ温度を越える。この時点で、ＰＴＣＲ
材料の抵抗が高抵抗状態に変わり、短絡電流が制限される。短絡状態がなくなると、電流
制限装置はスイッチ温度以下まで冷却して、高導電性状態に戻る。高導電性状態の電流制
限装置は、将来の短絡発生に応答して再び高抵抗状態に切りかわることができる。
【０００４】
米国特許第５，３８２，９３８号に、正の温度係数の抵抗率を有する導電性ポリマー組成
物の本体と、該本体を通して電流を流すために本体の２つの平行な端面と接触して配置さ
れた２つの電極とを備えるＰＴＣ素子が記載されている。本体のポリマー組成物は、ポリ
マー材料に導電性粉末材料を分布させたものである。用語「ＰＴＣ素子」は、米国特許第
５，３８２，９３８号の第１図に示されているように、スイッチ温度で正の抵抗温度係数
を示す素子についての用語として認められている。本体の平行な表面の少なくとも一方は
、電極と、あるいは導電性ポリマー組成物の別の本体の平行な表面と自由接触関係にある
。加圧装置により、本体（１つまたは複数）の平行な表面に垂直な方向に圧力を電極に対
して加える。可圧装置には、弾性能力を有する圧力印加装置を設けるのが好ましい。ＰＴ
Ｃ素子は、低抵抗状態から高抵抗状態に変化した後、初期抵抗に復帰するので、短絡電流
を受けた後でも再利用できる。ポリマー組成物の本体（１つまたは複数）の平行な表面は
同心とするのがよい。ＰＴＣ素子は電気回路に過電流保護の目的で使用される。
【０００５】
米国特許第５，３１３，１８４号に、抵抗器本体を２つの接触端子間に配置してなる電気
抵抗器が記載されている。この抵抗器コアはＰＴＣ挙動を示す素子を含み、この素子は、
材料に特有の温度以下で、２つの接触端子間に導電通路を形成する。抵抗器は簡単かつ安
価とすることができるが、それでも局部的過電圧および全体的過電圧に対して保護された
高定格の電流導通容量を有する。このことは、抵抗器コアにバリスタ挙動を呈する材料を
追加含有させることにより達成される。バリスタ材料は、少なくとも１つのバリスタを形
成するように導電通路の少なくとも１つのサブセクションと並列に接続され、かつ該少な
くとも１つのサブセクションを形成するＰＴＣ材料の部分と電気的に密着関係に置かれる
。ＰＴＣ挙動を有する素子とバリスタとの並列接続は、ミクロな構成およびマクロな配置
の両方により実現することができる。
【０００６】
欧州特許０，６４０，９９５Ａ１には、２つの平行な平面電極間に配置された、ＰＴＣ特
性を有する抵抗材料を含み、両電極に圧力を加えるようにした電気抵抗素子が記載されて
いる。抵抗材料は、導電性粒子からなる２種の充填成分をポリマー母材に埋設して構成さ
れる。短絡電流が生じた場合、電極に接していて、２種の充填成分の内の少なくとも第１
充填成分を含有する表面層において、抵抗材料の抵抗率が制限温度値以上でステップ状す
なわち階段状に変化する。２種の充填成分の内の第２充填成分を適切に選択して、少なく
ともポリマー母材と第２充填成分を含有する複合材料が、表面層より１桁以上大きい階段
状変化特性を持つＰＴＣ特性を示すようにする。同時に、この複合材料の抵抗率は、ポリ
マー母材と第１充填成分から形成される複合材料より１桁以上低い。
【０００７】
上述の方策はすべてＰＴＣ挙動を利用して、一層簡単で一層耐久性の高い電流制限装置を
得ようとしたものであるが、配電およびモータ制御用途における全般的回路保護に適して
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いて、種々の用途に合わせて製作することが可能な、更に簡単で、更に耐久性が高く、再
使用可能な、低コストの電流制限装置が依然として必要とされている。このような装置は
、回路を少なくとも２回の短絡、好ましくは多数回の短絡から保護すること、材料がＰＴ
ＣＲ効果を示すことを必要としないこと、そして１００－５００ボルトまたはそれ以上の
高電圧で使用できることが、要求される。
【０００８】
【発明の概要】
電流制限装置は、多くの用途において、電気回路内の敏感な構成要素を大きな故障電流か
ら保護する目的で使用される。用途は、低電圧／電流回路から高電圧／電流配電システム
にまで及ぶ。本発明は、種々の用途に合わせて製作することができる、簡単で、再使用可
能な、低コストの電流制限装置を提供する。
【０００９】
本発明によれば、ＰＴＣ効果を持たない、導電性充填材を含有する導電性複合材料と、前
記複合材料に対して作動的に配置された少なくとも２つの電極と、外側電極間に作動的に
配置された不均質な抵抗分布と、前記導電性複合材料に圧縮圧力を加える手段とを備える
電流制限装置が提供される。
したがって、本発明の目的は、なんらＰＴＣ効果を示さない材料からなる電流制限装置を
提供することにある。
【００１０】
本発明の他の目的や効果は、図面を参照にした以下の詳細な説明から明らかになろう。
【００１１】
【詳しい説明】
本発明の電流制限装置は、熱分解温度または蒸発温度の低いバインダと導電性充填材を含
む複合材料を、不均質な抵抗分布構造と組み合わせて使用する。バインダは、低温（＜８
００°Ｃ）で有意なガス発生が起こるようなものを選ぶ必要がある。不均質な抵抗分布構
造は、代表的には、電流制限装置の少なくとも１つの薄層が電流制限装置の残部よりはる
かに高い抵抗をもつように選ばれる。
【００１２】
理論に縛られるつもりはないが、本発明のすぐれた効果が得られるのは、短絡が生じてい
るときに、この薄層の断熱抵抗加熱に続いて、急速な熱膨張が生じると共にバインダ材料
からガスが発生することにより、上記薄層の所で電流制限装置の部分的または完全な物理
的分離が生じ、この結果、電流に対して装置全体の抵抗がより大きくなるためである、と
考えられる。こうして、電流制限装置は短絡電流通路に流れる電流を制限する。外部手段
により短絡が除かれたとき、電流制限装置は、電流制限装置に組込まれた圧縮圧力により
、低抵抗状態に戻って、電流を平常に流れさすことができるようになる。本発明の電流制
限装置は、特に各短絡の過酷さや長さのような要因にもよるが、このような短絡条件に対
して多数回再使用することができる。
【００１３】
　本発明をさらに明瞭にするために、以下に好適な実施態様と実施例を説明するが、これ
らの実施例は本発明の使用例を示しているにすぎない。本発明の１実施態様によれば、導
電性複合材料を用いて、装置全体に不均質な抵抗分布が生じるように、電流制限装置を構
成する。この装置が再使用可能な電流制限装置として適切に働くためには、電流制限装置
の少なくとも１つの薄層 電流の流れ方向に直角に位置し、装置内の同じ寸法および配向
の平均層の平均抵抗よりはるかに大きな抵抗をもつように 、不均質な抵抗分布を
しなければならない。さらに、電流制限装置は、選ばれた高抵抗薄層に垂直な方向に圧縮
圧力をかけなければならない。
【００１４】
本発明による電流制限装置の１例では、熱分解温度の低いバインダおよび導電性充填材を
有する高導電性複合材料を電極に圧接して、複合材料と電極（片方または両方）との間に
有意な接触抵抗があるようにする。使用時には、電流制限装置を、保護すべき電気回路と
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直列に配置する。正常作動中は、電流制限装置の抵抗は低い（この例では、電流制限装置
の抵抗は、高導電性複合材料の抵抗と電極の抵抗と接触抵抗との和に等しい）。短絡が起
こると、高電流密度の電流が装置に流れ始める。短絡の初期段階では、装置の抵抗加熱が
断熱的であると考えられる。したがって、電流制限装置の抵抗の大きい選ばれた薄層は電
流制限装置の残部よりはるかに速く発熱すると考えられる。薄層が適切に設計されていれ
ば、この薄層が十分急速に発熱し、薄層の熱膨張および／または薄層からのガス発生によ
り、薄層の所で電流制限装置内に分離が生じると考えられる。
【００１５】
代表的な電流制限装置においては、複合材料の蒸発および／またはアブレーション（ａｂ
ｌａｔｉｏｎ）により電極が複合材料から離れると考えられる。この分離状態で、複合材
料のアブレーションが起こり、電流制限装置の分離された層間にアークが発生すると考え
られる。しかし、分離状態での全抵抗は非分離状態での抵抗よりはるかに大きい。この大
きなアーク抵抗は、複合材料のバインダからのガス発生により界面に発生した高い圧力と
ガスの消イオン特性とが組み合わさるためであると考えられる。いずれにしても、本発明
の電流制限装置は、回路の他の構成要素が短絡により破壊されないように、短絡電流を制
限するのに有効である。
【００１６】
短絡電流を遮断した後、本発明の電流制限装置は、適切に設計されていれば、圧縮圧力が
分離された層を互いに押し付けるように作用するため、非分離状態に戻る、つまり復旧す
ると考えられる。ひとたび電流制限装置の複数の層が非分離状態、すなわち低抵抗状態に
戻ってしまえば、電流制限装置は、将来他の短絡導体に応答して電流制限作用を行うのに
完全な準備ができた状態にある。
【００１７】
本発明の別の実施態様の電流制限装置は、抵抗器、バリスタまたは他の直線性または非直
線性素子を含む並列電流通路を用いて、特定の回路において電流制限装置の両端間に現れ
得る最大電圧を制御し、或いは回路エネルギの一部を通す別の通路を形成して電流制限装
置の有効な寿命を延長するように構成することができる。
【００１８】
［実施例１］
本発明の効果を実証するために、図１に示すような電流制限装置を作製した。導電性複合
材料は、バインダ材料としてのエラストマ、たとえばシリコーンエラストマと、充填材と
しての金属、たとえば銀とからなり、その抵抗率は約０．００４Ω－ｃｍであった。銀充
填硬化性シリコーン材料（エラストマ）を、２成分ＡおよびＢを混合することにより製造
した。成分Ａは、末端ジメチルビニルシロキシ単位とジメチルシロキシ単位を有し、粘度
が２５°Ｃで４００ｃｐｓであるビニルシリコーンオルガノポリシロキサン流体（２３ｇ
）と、アメス・ゴールドスミス社（Ａｍｅｓ　Ｇｏｌｄｓｍｉｔｈ　Ｃｏｒｐ．）から市
販されている銀粒子であるＡｇ４３００（４６．６ｇ）、Ａｇ１０３６（３７．３ｇ）お
よびＡｇ１０２４（３７．３ｇ）と、珪素に結合した化学結合水素約０．８重量％を有す
る流体を与えるように末端トリメチルシロキシ単位を有するシリコーンハイドライドシロ
キサン流体（１ｇ）とから構成した。成分Ｂは、末端ジメチルビニルシロキシ単位とジメ
チルシロキシ単位を有し、粘度が４００ｃｐｓであるビニルシリコーンオルガノポリシロ
キサン流体（２ｇ）と、ジメチルマレエート（１４μｌ）と、クラステッド（Ｋａｒｓｔ
ｅｄｔ）白金触媒（白金の５％キシレン溶液として８３μｌ）（詳しくは、米国特許第３
，７７５，４５２号参照）とから構成した。成分Ａ（４０ｇ）と成分Ｂ（０．４４ｇ）を
混合して、モールドに注入した後、カーバー（Ｃａｒｖｅｒ）プレスで１５０°Ｃ、圧力
５０００ポンドにて３０分間硬化させた。
【００１９】
電極をニッケル電気メッキ銅から作製し、複合材料に圧接させた。なお、導電性複合材料
も電極材料もＰＴＣＲスイッチング効果を示さない。電極は直径約１／４インチであった
。これらの電極を、直径３／４インチ、厚さ約１／８インチの複合材料の中心に配置した
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。両電極間に約３．７ｋｇの力を加えて圧力を加えた（圧力は約１７０ｐｓｉとなった）
。本例の電流制限装置は、装置に約３０Ａ未満の電流を流したとき、約０．０６Ωの抵抗
値を有する簡単な抵抗器として機能した。
【００２０】
図２に、短絡条件のシミュレーションに用いた電圧パルスを示す。電圧は、最初の約１ミ
リ秒の間、正常回路動作をシミュレーションするために約２．５Ｖである。つぎに電圧は
、短絡条件のシミュレーションのために、約３ミリ秒の間、約１００Ｖにジャンプする。
次に電圧は、短絡の是正のシミュレーションのために約４ミリ秒で約２．５Ｖまで降下す
る。
【００２１】
図３に、図２に示す電圧パルスを電流制限装置に印加したときに、電流制限装置に流れる
電流と同装置の両端間に現れる電圧を示す。
図４は、図３の短絡のシミュレーションの初期部分の拡大図である。電圧が約１００Ｖに
跳ね上がるとき、電流が約１９０Ａに跳ね上がり、次いで急激に約１Ａの低い値まで降下
し、その後パルスの残りの期間その低い値に留まる。したがって、電流は約１６６７Ａ（
１００Ｖ／０．０６Ω）の予測値から１Ａ以下の値に制限されている。
【００２２】
図５は電流制限装置の抵抗を時間の関数として示すグラフである。約１００Ｖのパルスが
サンプルの電流制限装置に印加されたとき、抵抗が３０００倍以上変化することがわかる
。このパルス試験の終了後、電流制限装置の抵抗が約０．０６Ωの初期値に戻った（３０
Ａの電流プローブを用いて測定した）。したがって、本電流制限装置は次の電流制限動作
を待つ準備ができている。実際、この電流制限装置に、さらに３回の電流制限動作を行わ
せたところ、いかなる種類の故障も生じなかった。材料および電極両方の損傷の程度が低
かったので、この電流制限装置がこれ以上多くの回数で働かないと考える理由は認められ
ない。
【００２３】
［実施例２］
好適な導電性複合材料を用いて本発明に従って構成した別の電流制限装置の例の動作特性
を図６乃至９に示す。本例では、図１に示す電流制限装置構造を使用し、複合材料は、熱
硬化性バインダ、たとえばエポキシ・テクノロジイ社（Ｅｐｏｘｙ－Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｙ　Ｉｎｃ．）から商品名Ｎ３０として市販されているエポキシバインダと、導電性充填
材としての金属、たとえばニッケル粉末とからなる。この複合材料は抵抗率が約０．０２
乃至０．０３Ω－ｃｍで、ＰＴＣＲ効果を示さない。物理的には、本例の装置では、直径
約１／４インチのニッケル電気メッキ銅電極を使用し、これらを直径３／４インチ、厚さ
約１／８インチの複合材料の中心に配置した。両電極間に約８．２ｋｇの力を加えて圧力
を加えた（圧力は約３７０ｐｓｉとなった）。本例の電流制限装置は、装置に約３０Ａ未
満の電流を流したとき、約０．１Ωの抵抗値を有する簡単な抵抗器として機能した。
【００２４】
図６に、短絡条件をシミュレーションするために約５００Ｖの電圧パルスを電流制限装置
に印加したときの、電流制限装置に流れる電流と同装置両端間に現れる電圧を示す。０秒
での印加電圧パルスの開始時に、電流は約２００Ａに上昇し、ついでその値を約１．２ミ
リ秒維持する。この約２００Ａの初期電流値は、この試験に用いた電圧パルス装置の出力
能力により制限された。この装置の制約のため、電圧はこの初期の１．２ミリ秒の間に５
００Ｖに達しない。しかし、この初期の１．２ミリ秒の間に、電流制限装置の電圧は、電
流制限装置が高抵抗状態に移行するにつれて上昇する。１．２ミリ秒後、電流制限装置が
高抵抗状態に達するので、電流制限装置の作用により電流は約５０Ａより低い値に下がり
、電流制限装置の両端間の測定電圧は最大５００Ｖであった。装置の電圧を１４ミリ秒後
に停止するまで、電流は約５０Ａより低いレベルに留まった。
【００２５】
図７に、電圧波形を電流波形で割ることにより、図６に示すデータから得られた電流制限
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装置の抵抗を示す。なお、電圧パルスの開始時に、抵抗は約０．１Ωであり、抵抗は約１
．２ミリ秒後に約１０Ωより高い値まで上昇し、電圧パルスを１４ミリ秒で停止するまで
、この高抵抗状態を維持した。このように電流制限が実際に示された後、この電流制限装
置が低電流（＜３０Ａ）条件下で初期の低抵抗値０．１Ωに回復したことが実証された。
この電流制限装置が再使用可能な限流器として機能し得ることを証明するために、この試
験順序を同じ装置で繰り返したところ、５００Ｖ短絡シミュレーション電圧パルスで合計
３回の動作に成功した。
【００２６】
図３乃至７に示した実施例は、本発明の電流制限装置が、ＰＴＣＲ効果を有する材料を用
いなくても、直流（ＤＣ）回路における短絡時に電流を効果的に制限できることを実証し
ている。
図８は、本発明の電流制限装置が、交流（ＡＣ）回路用の再使用可能な電流制限装置とし
ても使用できることを示す。図８に示す実験に使用した電流制限装置は、材料、構成とも
に、直流（ＤＣ）回路用の先の実施例で用いた装置と同一である。低電流（＜３０Ａ）パ
ルスを用いて測定した電流制限装置の初期抵抗は約０．１Ωであった。
【００２７】
図８は、電流制限装置に振幅約３７０Ｖで６０ＨｚのＡＣ電圧パルスを約１５０ミリ秒の
間印加したときの、電流および電圧波形を示す。ＡＣパルスを閉成移相角約１２０°で約
４０ミリ秒の間印加した。なお、電流は約＋１００Ａの値まで増加し、ついで減少し、電
圧が０Ｖを横切る際に０Ａを横切り、次いで約－１００Ａの値まで（絶対値として）増加
した。この後、電圧の絶対値は上昇し続けたにもかかわらず、電流の絶対値は、電流制限
装置の作用により約２Ａ未満のレベルに下がった。ついで、約１９５ミリ秒の間、ＡＣ電
圧を＋３７０Ｖと－３７０Ｖとの間で振動させ続けたとき、電流の絶対値は約２Ａ未満の
レベルに留まった。その後、この電圧パルスを停止した。したがって、電流制限装置は１
８５Ωより大きい抵抗値の高抵抗状態を達成した。
【００２８】
このように電流制限が実際に示された後、この電流制限装置が低電流（＜３０Ａ）条件下
で初期の低抵抗値０．１Ωに回復したことが実証された。この電流制限装置が再使用可能
な電流制限装置として機能し得ることを証明するために、この試験順序を同じ３７０Ｖの
ＡＣ電圧パルスでもう一度繰り返したところ、成功した。
【００２９】
本発明の電流制限装置は、（フューズとは異なり）２度以上機能すること、接触抵抗に基
づく界面での加熱により動作開始すること、有機バインダのような低い熱分解／分解／ア
ブレーション温度（＜８００°Ｃ）のバインダと導電性充填材を必要とすること、金属お
よび／または半導体電極と圧力下で組み合わせられること、材料がＰＴＣＲ効果を呈する
ことを必要としないこと、ＡＣおよびＤＣ電圧／電流波形を制限する作用を有すること、
５００Ｖまでの電圧について試験されていること（上限は現在のところ不明）、電極を材
料に一体的に取り付けるか簡単に圧力接触（圧接）できることが、当業者に明らかである
。
【００３０】
以下の実施例で、実際に行った実験を報告する。これらの実施例は、種々のバインダ材料
、導電性充填材料、必要に応じて第３相充填材料および電極材料を使用し、シミュレーシ
ョンの短絡電流を前述したのと同様の態様で制限した点ですべて有効であった。以下の実
験はすべて、図１の基本的な電流制限装置形状を用いて行った。しかしながら、本発明は
、図１に示す単一の複合材料と２電極の組合せに限定されず、複数の複合材料と３つ以上
の電極の組合せを包含する。
【００３１】
［実施例３］
導電性充填材として金属、具体的には銀を含有した、熱硬化性バインダ、具体的にはエポ
キシバインダを、次のように、アメス・ゴールドスミス社（ＡｍｅｓＧｏｌｄｓｍｉｔｈ
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　Ｃｏｒｐ．）から市販されている銀粒子であるＡｇ４３００（５．６ｇ）、Ａｇ１０３
６（４．２ｇ）およびＡｇ１０２４（４．２ｇ）と、ポキシ・テクノロジイ社（Ｅｐｏｘ
ｙ－Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｉｎｃ．）から商品名エポテック３０１（Ｅｐｏｔｅｋ　３
０１）として市販されている２成分エポキシを用いて用意した。エポキシ樹脂（２．３ｇ
）を硬化剤（０．６ｇ）と混合し、ついで銀粒子を加え、混合物をテフロン（Ｔｅｆｌｏ
ｎ：登録商標）のモールド内に配置し、６０°Ｃで１時間硬化した。Ｎｉ被覆Ｃｕで電極
を形成した。
【００３２】
［実施例４］
導電性充填材として金属、具体的には銀を含有した、熱硬化性バインダ、具体的にはエポ
キシバインダを、ナショナル・スターチ・アンド・ケミカル社（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔ
ａｒｃｈ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ）のエイブルスティック・エレク
トロニック・マテリアルズ・アンド・アドヘシブズ事業部（Ａｂｌｅｓｔｉｋ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　＆　Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ）から商品名エイブルボン
ド（Ａｂｌｅｂｏｎｄ）９６７－１として市販されているの導電性接着材料を用いて用意
した。混合物をテフロンのモールドに入れて、８０°Ｃで２時間硬化した。Ｎｉ被覆Ｃｕ
で電極を形成した。
【００３３】
［実施例５］
導電性充填材として金属、具体的にはニッケルを含有した、熱硬化性バインダ、具体的に
はエポキシバインダを、エポキシ・テクノロジイ社（Ｅｐｏｘｙ－Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
　Ｉｎｃ．）から商品名エポテック（Ｅｐｏｔｅｋ）Ｎ３０として市販されている導電性
接着材料を用いて用意した。混合物をテフロンのモールドに入れて、１５０°Ｃで約１時
間硬化した。この特定の導電性複合材料用い、且つそれぞれ別々のＮｉ被覆Ｃｕ、ステン
レス鋼、Ａｇ被覆ＣｕおよびＣｕ製の電極を有する電流制限装置を試験した。
【００３４】
［実施例６］
導電性充填材として２成分金属導電充填材、具体的には銀とアルミニウムを含有した、エ
ラストマバインダ、具体的にはシリコーンバインダを、２成分ＡおよびＢを混合すること
により製造した。成分Ａは、末端ジメチルビニルシロキシ単位とジメチルシロキシ単位を
有し、粘度が４００ｃｐｓであるビニルシリコーンオルガノポリシロキサン流体（２３ｇ
）と、アルミニウム粉末（３７．３ｇ）と、アメス・ゴールドスミス社から市販の銀粒子
であるＡｇ４３００（４６．６ｇ）、Ａｇ１０３６（３７．３ｇ）およびＡｇ１０２４（
３７．３ｇ）と、珪素に結合した化学結合水素約０．８重量％を有する流体を与えるよう
に末端トリメチルシロキシ単位を有するシリコーンハイドライドシロキサン流体（１ｇ）
とから構成した。成分Ｂは、末端ジメチルビニルシロキシ単位とジメチルシロキシ単位を
有し、粘度が４００ｃｐｓであるビニルシリコーンオルガノポリシロキサン流体（２ｇ）
と、ジメチルマレエート（１４μｌ）と、カーステッド（Ｋａｒｓｔｅｄｔ）白金触媒（
前掲、白金の５％キシレン溶液として８３μｌ）とから構成した。成分Ａ（４０ｇ）と成
分Ｂ（０．４４ｇ）を混合し、モールドに注入した後、カーバー（Ｃａｒｖｅｒ）プレス
で約１５０°Ｃ、圧力約５０００ポンドにて約３０分間硬化させた。この例では、電極を
Ｎｉ被覆Ｃｕまたはｎ型Ｓｉ半導体で形成した。
【００３５】
［実施例７］
導電性充填材として金属、具体的には銀のみを含有した、エラストマバインダ、具体的に
はシリコーンバインダを、２成分ＡおよびＢを混合することにより製造した。成分Ａは、
末端ジメチルビニルシロキシ単位とジメチルシロキシ単位を有し、粘度が４００ｃｐｓで
あるビニルシリコーンオルガノポリシロキサン流体（２３ｇ）と、アメス・ゴールドスミ
ス社から市販の銀粒子であるＡｇ４３００（４６．６ｇ）、Ａｇ１０３６（３７．３ｇ）
およびＡｇ１０２４（３７．３ｇ）と、珪素に結合した化学結合水素約０．８重量％を有
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する流体を与えるように末端トリメチルシロキシ単位を有するシリコーンハイドライドシ
ロキサン流体（１ｇ）とから構成した。成分Ｂは、末端ジメチルビニルシロキシ単位とジ
メチルシロキシ単位を有し、粘度が４００ｃｐｓであるビニルシリコーンオルガノポリシ
ロキサン流体（２ｇ）と、ジメチルマレエート（１４μｌ）と、カーステッド白金触媒（
前掲、白金の５％キシレン溶液として８３μｌ）とから構成した。成分Ａ（４０ｇ）と成
分Ｂ（０．４４ｇ）を混合し、モールドに注入した後、カーバープレスで１５０°Ｃ、圧
力５０００ポンドにて３０分間硬化させた。この例では、電極をＮｉ被覆Ｃｕで形成した
。
【００３６】
［実施例８］
エラストマバインダ、具体的には銀充填硬化性シリコーンを、２成分ＡおよびＢを混合す
ることにより製造した。成分Ａは、末端ジメチルビニルシロキシ単位とジメチルシロキシ
単位を有し、粘度が４００ｃｐｓであるビニルシリコーンオルガノポリシロキサン流体（
３３ｇ）と、アメス・ゴールドスミス社から市販の銀粒子であるＡｇ４３００（４６．６
ｇ）、Ａｇ１０３６（３７．３ｇ）およびＡｇ１０２４（３７．３ｇ）と、ミヌシル（Ｍ
ｉｎｕｓｉｌ）のα－石英（２３ｇ）と、珪素に結合した化学結合水素約０．８重量％を
有する流体を与えるように末端トリメチルシロキシ単位を有するシリコーンハイドライド
シロキサン流体（２ｇ）とから構成した。成分Ｂは、末端ジメチルビニルシロキシ単位と
ジメチルシロキシ単位を有し、粘度が４００ｃｐｓであるビニルシリコーンオルガノポリ
シロキサン流体（１０ｇ）と、ジメチルマレエート（７０μｌ）と、カーステッド白金触
媒（前掲、白金の５％キシレン溶液として４１５μｌ）とから構成した。成分Ａ（４０ｇ
）と成分Ｂ（０．５ｇ）を混合し、モールドに注入した後、カーバープレスで約１５０°
Ｃ、圧力約５０００ポンドにて約３０分間硬化させた。この例では、電極をＮｉ被覆Ｃｕ
で形成した。
【００３７】
［実施例９］
導電性充填材として２種の金属、具体的には銀とアルミニウムを含有した、強化エラスト
マバインダ、具体的にはフュームドシリカで補強した硬化性シリコーンを、２成分Ａおよ
びＢから製造した。成分Ａは、エラストマバインダ、すなわち末端ジメチルビニルシロキ
シ単位とジメチルシロキシ単位を有し、粘度が４００ｃｐｓであるビニルシリコーンオル
ガノポリシロキサン流体（２３ｇ）と、珪素に結合した化学結合水素約０．８重量％を有
する流体を与えるように末端トリメチルシロキシ単位を有するシリコーンハイドライドシ
ロキサン流体（２ｇ）と、シクロオクタメチルテトラシロキサンおよびヘキサメチルジシ
ラザンで処理した比表面積３００ｍ 2  ／ｇの二重処理フュームドシリカ（１．２ｇ）と、
アルミニウム粉末（３７．３ｇ）と、アメス・ゴールドスミス社から市販の銀粒子である
Ａｇ４３００（４６．６ｇ）、Ａｇ１０３６（３７．３ｇ）およびＡｇ１０２４（３７．
３ｇ）とから構成した。成分Ｂは、末端ジメチルビニルシロキシ単位とジメチルシロキシ
単位を有し、粘度が４００ｃｐｓであるビニルシリコーンオルガノポリシロキサン流体（
２ｇ）と、ジメチルマレエート（１４μｌ）と、カーステッド白金触媒（前掲、８３μｌ
）とから構成した。成分Ａ（４０ｇ）と成分Ｂ（０．４４ｇ）を合わせ、手で混合して硬
化性組成物を得、これをモールドに入れた。カーバープレスで１５０°Ｃ、圧力５０００
ポンドにて３０分間硬化させた。この例では、電極をＮｉ被覆Ｃｕで形成した。
【００３８】
［実施例１０］
エラストマバインダ、具体的にはニッケル充填シリコーンを、２成分ＡおよびＢから製造
した。成分Ａは、末端ジメチルビニルシロキシ単位とジメチルシロキシ単位を有し、粘度
が４００ｃｐｓであるビニルシリコーンオルガノポリシロキサン流体（２５ｇ）と、ＩＮ
ＣＯタイプ１２３のニッケル粉末（１００ｇ）と、珪素に結合した化学結合水素約０．８
重量％を有する流体を与えるように末端トリメチルシロキシ単位を有するシリコーンハイ
ドライドシロキサン流体（２ｇ）とから構成した。成分Ｂは、末端ジメチルビニルシロキ
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シ単位とジメチルシロキシ単位を有し、粘度が４００ｃｐｓであるビニルシリコーンオル
ガノポリシロキサン流体（１０ｇ）と、ジメチルマレエート（７０μｌ）と、カーステッ
ド白金触媒（白金の５％キシレン溶液として４１５μｌ）とから構成した。成分Ａ（４０
ｇ）と成分Ｂ（０．５ｇ）を混合し、モールドに注入した後、カーバープレスで１５０°
Ｃ、圧力５０００ポンドにて３０分間硬化させた。この例では、電極をＮｉ被覆Ｃｕで形
成した。
【００３９】
［実施例１１］
半導電性充填材、具体的にはカーボンブラックを含有する熱可塑性バインダ、具体的には
ポリテトラフルオロエチレンバインダの市販品を入手した。すなわちダブリュ・エル・ゴ
ア・アンド・アソシエイツ社（Ｗ．　Ｌ．　Ｇｏｒｅ　＆　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，　Ｉ
ｎｃ．）から商品名ＧＳ－２１００－０８０－５０００－ＳＣとして市販の導電性フッ素
ポリマーを、Ｎｉ被覆Ｃｕの電極とともに使用した。
［実施例１２］
さらに、導電性充填材として金属、具体的には銀を含有した、熱可塑性バインダ、具体的
にはポリ（エチレングリコール）を製造した。アメス・ゴールドスミス社から市販の銀粒
子であるＡｇ４３００（２．８ｇ）、Ａｇ１０３６（２．１ｇ）およびＡｇ１０２４（２
．１ｇ）からなる銀粒子混合物を約８０°Ｃに加熱し、約８０°Ｃの溶融ポリ（エチレン
グリコール）（ＭＷ８０００）に加え、混合した。この材料をテフロンのモールドに注入
し、室温で硬化させた。この例では電極をＮｉ被覆Ｃｕから形成した。
【００４０】
上述した実施例について、電流制限装置として試験する場合、電極を導電性複合材料に対
して約６乃至約３７０ｐｓｉの範囲の圧力でプレスした。具体的には、実施例３、４、６
、７および１１では約１７０ｐｓｉの圧力を用い、実施例５、８および１０では約３７０
ｐｓｉの圧力を、実施例９および１２では約６ｐｓｉの圧力を用いた。上記圧力範囲を実
際にテストしたが、本発明の装置はそれより高い圧力でも低い圧力でも適正な性能を示す
可能性がある。
【００４１】
上述したところから明らかなように、低い熱分解温度または蒸発温度（＜８００°Ｃ）を
有するバインダ材料、たとえば熱可塑性樹脂（たとえばポリテトラフルオロエチレン、ポ
リ（エチレングリコール）、ポリエチレン、ポリカーボネート、ポリイミド、ポリアミド
、ポリメチルメタクリレート、ポリエステルなど）；熱硬化性樹脂（たとえばエポキシ、
ポリエステル、ポリウレタン、フェノール、アルキッドなど）；エラストマ（たとえばシ
リコーン（ポリオルガノシロキサン）、ポリウレタン、イソプレンゴム、ネオプレンなど
）；有機または無機結晶を、粒子または発泡体形態の導電性充填材、たとえば金属（たと
えばニッケル、銀、銅など）または半導体（たとえばカーボンブラック、二酸化チタンな
ど）と組合せ、金属または半導体電極をその導電性複合材料に圧接したものも、本発明の
電流制限装置として有効な性能を発揮する。
【００４２】
複合材料の特性、たとえば機械的特性や誘電特性を向上させるために、あるいは消弧特性
や難燃性を与えるために、第３相充填材を使用することができる。複合材料に第３相充填
材として使用することのできる材料としては、フュームドシリカなどの補強用充填材や、
沈降シリカなどの増量用充填材から選ばれる充填材、またはこれらの混合物がある。他の
充填材として、二酸化チタン、リトポン、酸化亜鉛、珪藻珪酸塩、シリカエーロゲル、酸
化鉄、珪藻土、炭酸カルシウム、シラザン処理シリカ、シリコーン処理シリカ、ガラス繊
維、酸化マグネシウム、酸化クロム、酸化ジルコニウム、α－石英、焼成クレー、炭素、
グラファイト、コルク、綿、重炭酸ナトリウム、ほう酸、アルミナ水和物などがある。他
の添加剤としては、電流制限装置へのダメージ、たとえば突然の衝撃による亀裂発生を防
止する耐衝撃性向上剤、電流制限装置における火炎形成を防止および／または阻止する難
燃剤、ユーザの要求に応えて特定の色成分を与える染料および着色剤、日光その他の紫外
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線にさらされることによる物理的特性の低下を防止するＵＶ遮断剤などが上げられる。
【００４３】
最後に、本発明の限流器は並列な線形または非線形回路素子、たとえば抵抗器またはバリ
スタとともに用いることができる。
本明細書やここに開示した発明の実施態様を参照すれば、本発明の他の実施態様も当業者
には明らかである。以上の説明も実施例も本発明の例示にすぎず、本発明の範囲は特許請
求の範囲に記載の通りである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による電流制限装置の概略構成図である。
【図２】短絡条件のシミュレーションに用いる電圧パルスを示すグラフである。
【図３】図２に示すような電圧パルスを図１の電流制限装置に印加したときの、電流制限
装置に流れる電流および電流制限装置両端間の電圧を示すグラフである。
【図４】シミュレーションにより短絡した電流制限装置の電流および電圧の初期部分を示
すグラフである。
【図５】図１の電流制限装置の抵抗を時間の関数として示すグラフである。
【図６】ニッケル充填エポキシ材料を導電性複合材料として用いて製造した図１の電流制
限装置について、短絡条件をシミュレーションした約５００ボルトの電圧パルスを印加し
たときの、電流制限装置に流れる電流と電流制限装置両端間の電圧を示すグラフである。
【図７】電圧波形を電流波形で割ることにより図６のデータから得られる図１の電流制限
装置の抵抗を示すグラフである。
【図８】振幅約３７０Ｖ、６０ＨｚのＡＣ電圧パルスを１５０ミリ秒の間、図１の電流制
限装置に印加したときの電流および電圧波形を示すグラフである。
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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